
（証券コード　1811）
2022年６月10日

株　主　各　位
大阪市西区西本町２丁目２番４号

株式会社 錢 高 組
代表取締役社長 銭 高 久 善

１．日 時 2022年６月28日（火曜日）午前10時
２．場 所 大阪市西区西本町２丁目２番４号

当社本店　５階会議室
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第１号 第91期 (自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)事業報告、連結

計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

第２号 第91期 (自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役５名選任の件
第４号議案 監査役の報酬額改定の件

第91回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第91回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通

知申しあげます。

　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまし

て、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年6月27日(月曜

日)午後5時30分までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い

申しあげます。

敬　具

記

以　上
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新型コロナウイルス感染防止への対応について

　当社第91回定時株主総会における、新型コロナウイルス感染防止に向け
た当社の対応について、下記のとおりご案内させていただきます。
　株主の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

１．株主様へのお願い
(1) 株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当

日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさいま
せぬようお願いいたします。

(2) 議決権は書面でも行使することができますので、ご検討ください。
(3) 当日、ご来場の株主様の体温測定をさせていただきます。体温が高

い方や体調がすぐれないように見受けられる方につきましては、ご
入場をご遠慮いただく場合がございます。

(4) ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液のご使用とマ
スクのご着用について、ご協力をお願いいたします。

２．当社の対応について
(1) 株主総会運営に関わる当社関係者は、体温を含め、体調を確認のう

え、マスク着用にて対応させていただきます。
(2) 手指の消毒液はエントランス、受付に配置しております。
(3) 会場内でのお茶の提供はコロナ禍のため控えさせていただきます。

　今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社
ホームページ（http://www.zenitaka.co.jp/）にてお知らせいたします。

【お願い】

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご

提出くださいますようお願い申しあげます。

　なお、本株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類

および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の

事項を当社ホームページ（http://www.zenitaka.co.jp/）に掲載いたします

のでご了承ください。
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(自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)

内閣府沖縄総合事務局 那覇第２合同３号館建築工事

大和ハウス工業株式会社 ＤＰＬ新横浜Ⅱ新築工事

ヤフー株式会社 ヤフー北九州データセンター７号

棟・８号棟増築工事

国土交通省九州地方整備局 大分２１０号赤岩東地区災害復旧工

事

西日本高速道路株式会社 新名神高速道路　宇治田原インター

チェンジ工事

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線相模川橋りょうほか新設

添付書類

第 91 期 事 業 報 告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症によ

る影響から回復しつつありましたが、ウクライナ情勢により、緊迫した

状況にあります。わが国経済は、企業収益が回復傾向にあるものの、新

型コロナウイルス感染症の相次ぐ再拡大や、世界情勢を受けた物価上昇

等により先行き不透明であります。

　建設市場においては、公共投資は堅調に推移しているものの、民間設

備投資は業種によって弱い動きがみられます。また、資材価格の高騰に

より、厳しい経営環境にあります。

　このような情勢のもと、当連結会計年度の経営成績は次のとおりとな

りました。

　受注高につきましては、建築工事845億円（前期比12.2％増）、土木

工事226億円（前期比49.6％減）の合計1,072億円（前期比10.9％減）で

あります。

　主な受注工事は下記のとおりであります。
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大阪市 大阪中之島美術館建設工事

名古屋鉄道株式会社 神宮前駅東街区計画新築工事

東神開発株式会社 流山おおたかの森Ｂ45街区計画新築

工事

福岡市交通局 福岡市地下鉄七隈線中間駅東工区建

設工事

名古屋市上下水道局 犬山系導水路整備工事

西日本旅客鉄道株式会社 東海道線支線北２地区Ｔ新設他工事

区 分
当 期 受 注 高 当 期 売 上 高

金 額 前 期 比 金 額 前 期 比

建
設
事
業

建 築 84,586 9,217 74,686 2,439

土 木 22,650 △22,274 24,619 △5,844

計 107,236 △13,057 99,305 △3,404

不 動 産 事 業 等 ― ― 2,597 △483

合 計 107,236 △13,057 101,903 △3,888

　売上高につきましては、建設事業993億円（前期比3.3％減）に不動産

事業25億円（前期比15.7％減）を加えた1,019億円（前期比3.7％減）と

なりました。建設事業の内訳は、建築工事746億円（前期比3.4％増）、

土木工事246億円（前期比19.2％減）であります。

　主な完成工事は下記のとおりであります。

　利益面につきましては、営業利益2,247百万円（前期比51.2％減）、

経常利益3,425百万円（前期比39.2％減）、親会社株主に帰属する当期

純利益1,812百万円（前期比43.7％減）となりました。

　当連結会計年度における部門別の受注高、売上高は次のとおりであり

ます。

受注高・売上高
（単位：百万円）
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(2) 対処すべき課題

　今後の経済環境としましては、世界経済は総じてみれば緩やかな回復

をするものの、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の影響によ

り、不確実性が高い状況が続くと思われます。日本経済は、金融緩和政

策が継続され、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐことが期待さ

れるものの、消費者物価や資源価格の高騰等により、回復の重しになる

ことが懸念されます。

　建設市場におきましては、今後も資材価格の高騰により収益の下押し

が懸念され、予断を許さない状況が続く見通しであります。

　当社及び当社グループ企業といたしましては、多様化する国内外の市

場や顧客ニーズを先取りした企画提案、技術提案ならびに環境への取り

組みを進めるとともに、営業・設計・工務・調達・施工・アフターフォ

ローに至る各分野の能力を一層高め、総力を結集した生産システムの構

築に取り組んでおります。また、人財育成、財務体質の強化・健全化、

コンプライアンスの徹底ならびに内部統制システムの継続的改善等を重

視した経営の実践により企業価値の向上に努めてまいります。

なお、2022年５月10日、当社とアイサワ工業株式会社との共同企業体

において近畿中部防衛局より受注した「岐阜(２)評価施設新設建築その

他工事」に関し、防衛省近畿中部防衛局の元建築課長と防衛省ＯＢであ

るアイサワ工業株式会社の社員の２名が官製談合防止法違反の疑いで逮

捕されました。これを受けまして、当社を代表者とする共同企業体と当

社は、2022年５月11日付で近畿中部防衛局より同日以降2022年８月10日

までの期間、一部地域における指名停止措置を受けました。当該工事

は、当社を代表者とする共同企業体が受注した案件であり、事態の解明

に向け警察当局の捜査においては全面的に協力し、対処してまいりま

す。

　当社といたしましては、必要な改善措置を講じ、再発防止に向けてコ

ンプライアンスの徹底に引き続き取り組んでまいります。
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(3) 資金調達の状況

　特に記載すべき事項はありません。

(4) 設備投資の状況

　特に記載すべき事項はありません。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 5,550

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,050

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 800

(5) 主要な借入先の状況
（単位：百万円）

区　　　　分
第88期

（2018年度）
第89期

（2019年度）
第90期

（2020年度）

第91期
(当連結会計年度)
（2021年度）

受 注 高 124,890 101,140 120,293 107,236

売 上 高 128,130 132,957 105,792 101,903

親会社株主に帰属する当期純利益 4,335 4,462 3,219 1,812

１株当たり当期純利益 605円29銭 622円99銭 449円53銭 253円00銭

総 資 産 161,206 172,307 153,361 155,098

純 資 産 68,903 68,332 74,606 74,303

(6) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

（注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　

2021年３月26日）を当連結会計年度の期首より適用しております。
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区　　　　分
第88期

（2018年度）
第89期

（2019年度）
第90期

（2020年度）

第91期
(当事業年度)
（2021年度）

受 注 高 124,890 101,140 120,293 107,236

売 上 高 127,921 132,737 105,579 101,798

当 期 純 利 益 4,312 4,442 3,220 1,905

１株当たり当期純利益 602円15銭 620円31銭 449円62銭 266円00銭

総 資 産 158,997 170,111 151,239 153,081

純 資 産 66,934 66,372 72,717 72,388

②　当社の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

（注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及

び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　

2021年３月26日）を当事業年度の期首より適用しております。

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

五 番 町 ビ ル 株 式 会 社 490 100.0 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理等

京 町 堀 地 所 株 式 会 社 400 100.0 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理等

ゼニタカ地所株式会社 50 100.0 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理等

泉 地 所 株 式 会 社 20 100.0 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理等

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレーション 372 100.0 不動産の売買、賃貸、仲介ならびに管理等

(7) 重要な子会社の状況

(8) 主要な事業内容

　当社は、建設業法により特定建設業者［（特－１）第3250号］として

国土交通大臣の許可を受け、土木、建築及びこれらに関連する事業を行

っております。また、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者［(11) 

第2906号］として国土交通大臣の免許を受け、不動産に関する事業を行

っております。

　なお、子会社におきましては、不動産に関する事業を行っております。
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本 社 東京都千代田区一番町31番地

本 店 大阪市西区西本町２丁目２番４号

支 社 大 阪 支 社（大阪市） 東 京 支 社（東京都千代田区）

支 店 北海道支店（札幌市） 東 北 支 店（仙台市）

北関東支店（さいたま市） 千 葉 支 店（千葉市）

横 浜 支 店（横浜市） 北 陸 支 店（新潟市）

名古屋支店（名古屋市） 神 戸 支 店（神戸市）

広 島 支 店（広島市） 四 国 支 店（高松市）

九 州 支 店（福岡市） 国 際 支 店（東京都千代田区）

技術研究所 （青梅市）

(9) 主要な営業所等

①当社

②子会社

五番町ビル株式会社（東京都千代田区）

京町堀地所株式会社（大阪市）

ゼニタカ地所株式会社（大阪市）

泉 地 所 株 式 会 社（大阪市）

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレーション（アメリカ合衆国カリフォルニア州）

事業の種類別セグメントの名称 従 業 員 数 （ 名 ）

建 設 事 業 844 [63]

不 動 産 事 業 9 [－]

全 　 　 社 （ 共 　 　 通 ） 53 [ 3]

合 計 906 [66]

期 末 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

901名 39名減 38.7歳 14.1年

(10) 従業員の状況

①　企業集団の従業員の状況

（注）臨時従業員は［　］内に当連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除く。）であります。
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① 発行可能株式総数 19,000,000株

② 発行済株式の総数 7,353,140株

③ 株主数 2,188名

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 出 資 比 率

千株 ％

泉 株 式 会 社 2,539 35.5

大 泉 商 事 株 式 会 社 680 9.5

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 357 5.0

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 334 4.7

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 307 4.3

京 町 ビ ル 株 式 会 社 266 3.7

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 200 2.8

高 德 会 165 2.3

株 式 会 社 F U J I 149 2.1

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 119 1.7

２．株式に関する事項

株式の状況（2022年3月31日現在）

④ 大株主

（注）１. 当社は、自己株式（190,984株）を保有しておりますが、上記大株主から

は除外しております。

２. 出資比率は、自己株式（190,984株）を控除して算出しております。

－ 9 －



地 位 氏 名 担 当

代表取締役会長 銭 高 善 雄

代表取締役副会長 宮 本 茂 弘 事業統轄本部長

代表取締役社長 銭 高 久 善

取 締 役 銭 高 丈 善 総合支援本部長

取 締 役 田 尻 邦 夫

常 勤 監 査 役 辻󠄀 本 政 幸

常 勤 監 査 役 山 崎 裕 一

監 査 役 坂 本 和 彦

監 査 役 池 田 全 德

監 査 役 阪 口 祐 康

３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況
（2022年３月31日現在）

（注）１. 取締役田尻邦夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま

す。また、同氏については東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て、同取引所に届け出ております。

２. 監査役坂本和彦、池田全德、阪口祐康の３氏は、会社法第２条第16号に定

める社外監査役であります。また、３氏については、東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

３. 当社は社外取締役田尻邦夫氏、監査役辻󠄀本政幸、山崎裕一の２氏及び社外

監査役坂本和彦、池田全德、阪口祐康の３氏との間で、その職務を行うに

つき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項

に定める最低責任限度額をその責任の限度とする旨の契約を締結しており

ます。

４. 取締役松本又吉氏は、2021年６月25日開催の第90回定時株主総会終結の時

をもって任期満了により退任されました。
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地 位 氏 名 担　　　当

※社長役員 銭 高 久 善

　専務役員 松 本 又 吉 大阪支社長

専務役員 津 田 晴 史

※専務役員 銭 高 丈 善 総合支援本部長

常務役員 近 藤 　 修 事業統轄本部建築事業本部長

常務役員 小 川 光 洋 事業統轄本部建築事業本部建築本部副本部
長兼東京支社建築支店副支店長

常務役員 浅 上 正 隆 総合企画部長

執行役員 石 井 俊 行 事業統轄本部土木事業本部土木本部長兼安
全環境統轄部長

執行役員 下土井　節　男 事業統轄本部調達統轄部長

執行役員 夏 原 敦 之 事業統轄本部建築事業本部営業本部長

執行役員 田 中 好 秀 事業統轄本部土木事業本部長

執行役員 長 尾 　 正 東京支社建築支店建築部建築課作業所長

執行役員 柳 田 　 茂 大阪支社建築部統轄所長

執行役員 伊 藤 辰 也 東京支社長兼東京支社建築支店長

執行役員 田 中 優 一 事業統轄本部建築事業本部営業本部住宅営
業部長

執行役員 松 田 光 司 東京支社建築支店副支店長

執行役員 鈴 木 　 明 事業統轄本部土木事業本部営業部長

執行役員 中 川 猛 司

執行役員 真 新 哲 朗 事業統轄本部土木事業本部受注推進統轄部
長

執行役員 番 　 睦 宏 事業統轄本部建築事業本部設計統轄部設備
設計部長

執行役員 山 﨑 正 健 東京支社建築支店建築部建築課作業所長

執行役員 阿 野 浩 二 人事統轄部人事部長

５. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以

下のとおりであります。
（2022年3月31日現在）

※は取締役兼務者であります。
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地 位 氏 名 兼 職 す る 会 社 の 名 称 代表、兼職の内容

代表取締役会長 銭高善雄
泉地所株式会社
泉株式会社

代表取締役
代表取締役

代表取締役社長 銭高久善

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレーション
ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション
大泉商事株式会社
五番町ビル株式会社

社長
社長
代表取締役
代表取締役

取 締 役 銭高丈善 泉地所株式会社 代表取締役

区 分 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 と 当 社 と の 関 係

社 外 取 締 役 田尻邦夫

田尻事務所 代表
株式会社はるやまホールディングス 社外取締役

当社と上記事務所及び会社との間には取引
関係はありません。

社 外 監 査 役 坂本和彦
Veoneer Inc. 社外取締役

当社と上記会社との間には取引関係はあり
ません。

社 外 監 査 役 池田全德

株式会社日本触媒 相談役
株式会社関西みらい銀行 社外取締役

当社と上記会社との間には取引関係はあり
ません。

社 外 監 査 役 阪口祐康

協和綜合法律事務所 パートナー
西尾レントオール株式会社 社外監査役

西尾レントオール株式会社と当社との間
で、機材の調達等の取引関係があります
が、協和綜合法律事務所との間には取引関
係はありません。

(2) 取締役の他の法人等の代表及び重要な兼職の状況
（2022年3月31日現在）

(3) 社外役員の他の会社の業務執行及び社外役員兼任の状況
（2022年3月31日現在）
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区 分 支 給 人 員
報酬等の種類別の額

計
基 本 報 酬 退職慰労金

取 締 役 6名 156百万円 9百万円 166百万円

(うち社外取締役) （1名） （7百万円） （0百万円） （8百万円）

監 査 役 5名 42百万円 2百万円 44百万円

(うち社外監査役) （3名） （21百万円） （1百万円） （22百万円）

計 11名 198百万円 12百万円 210百万円

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 取締役及び監査役の報酬等の総額等

（注）退職慰労金については、当期繰入額であります。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の報酬の限度額は、2003年６月27日開催の第72回定時株主総
会において、月額40百万円以内（同定時株主総会終結時の取締役の員
数は９名）と決議しております。また、監査役の報酬の限度額は、
1989年６月29日開催の第58回定時株主総会において、月額４百万円以
内（同定時株主総会終結時の監査役の員数は３名）と決議しておりま
す。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準
とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、基本
報酬及び退職慰労金で構成しております。
　取締役（社外取締役を除く）の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬
とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準を
も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、社外取
締役の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、職責に応じて他社水
準を考慮し、独立性の観点から総合的に勘案して決定しております。
　退職慰労金については、内規を踏まえて、株主総会承認後の取締役
会の決定後に金銭報酬として支給します。
　株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、取締役会か
ら委任を受けた代表取締役会長が決定方針に基づき取締役の個人別の
報酬額を決定しているため、取締役会はその決定を決定方針に沿うも
のであると判断しております。

④　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取
締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限
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区 分 氏 名 活 動 状 況 と 役 割

社外取締役 田 尻 邦 夫

　当事業年度の定例取締役会のすべてに出席
し、経営者としての経験も豊富で、当社の経営
上有用な指摘、意見をいただいております。
　また、経営トップとの定期的な意見交換会に
出席し、社会情勢の動向や当社として取り組む
べき課題について、忌憚のない意見をいただい
ております。

社外監査役 坂 本 和 彦

　当事業年度の定例取締役会のすべて、監査役
会のすべてに出席し、経営者としての経験も豊
富で、当社の経営上有用な指摘、意見をいただ
いております。
　また、経営トップとの定期的な意見交換会に
出席し、社会情勢の動向や当社として取り組む
べき課題について、忌憚のない意見をいただい
ております。

社外監査役 池 田 全 德

　当事業年度の定例取締役会のすべて、監査役
会のすべてに出席し、経営者としての経験も豊
富で、当社の経営上有用な指摘、意見をいただ
いております。
　また、経営トップとの定期的な意見交換会に
出席し、社会情勢の動向や当社として取り組む
べき課題について、忌憚のない意見をいただい
ております。

社外監査役 阪 口 祐 康

　当事業年度の定例取締役会のすべて、監査役
会のすべてに出席し、弁護士としての経験も豊
富で、当社の経営上有用な指摘、意見をいただ
いております。
　また、経営トップとの定期的な意見交換会に
出席し、社会情勢の動向や当社として取り組む
べき課題について、忌憚のない意見をいただい
ております。

の内容は、各取締役の基本報酬及び内規を踏まえた退職慰労金の金額
決定であります。代表取締役会長に権限を委任した理由は、業務執行
を直接管掌しないことから公平性、公正性が担保され、総合的に取締
役の個人別評価を行い報酬額を決定できると判断したためでありま
す。

(5) 社外役員の活動状況
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① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 43百万円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 43百万円

４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

東陽監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

（注）１. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見

積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について

同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、①の金額にはこ

れらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認めら

れる場合など、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出す

る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役

会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的といたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査

役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監

査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を

解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５. 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

当社は、業務の適正を確保するために、以下のとおり内部統制の体

制を整備しております。

(1) 当社及び当社グループ企業の役職員の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制

① 当社は、「社是」「経営理念」を掲げ、すべての役職員が職務を執

行するにあたっての基本方針としております。

社　　是

一．信　用　第　一

一．堅　実　経　営

一．積 極 的 精 神

一．和　親　協　同

経営理念

一．社会から認められ社会から求められる企業として永遠に発展する

一．進取の精神を発揮し地球規模企業として世界に躍進する

一．人材を育成し自己の向上をすすめ活力ある企業として繁栄する

② 当社及び当社グループ企業は、すべての役職員が法令順守はもとよ

り、社会倫理、社会規範、定款、社内規則・規定に基づき企業活動

の健全性を確保する体制としております。

③ 当社及び当社グループ企業は、業務執行における特に重要と判断さ

れる専門的内容については、外部の専門家から助言・指導を受けて

おります。

④ 当社及び当社グループ企業は、役職員の職務の執行状況を検証する

ため、当社監査部が監査役と連携し、合法性と合理性の観点から業

務全般にわたる監査を実施しております。

⑤ 当社及び当社グループ企業は、市民社会の秩序や安全に脅威を与

え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力とは関係を持た

ず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合はこれを拒絶してお

ります。
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(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、職務執行に係わる取締役会議事録、稟議審査関係書類、社印

押印書類等の重要情報を文書及び電磁的記録により保存することとし、

文書及び電磁的記録の保存期間その他の管理体制については、「文書規

定」及び「電子情報取扱規定」に定めて適正な保存管理を行っておりま

す。

(3) 当社及び当社グループ企業の損失の危険の管理に関する規程その他の

体制

① 当社及び当社グループ企業は、すべての事業活動において、役職員

の不適正な業務執行による重大な支障を生じる危機を回避するため

の「稟議規則」、「稟議基準」、「業務要領」を、また、当社は、

ＩＴシステムが正常に機能しないことによる重大被害の危機回避の

ための「電子情報取扱規定」を定め、業務に係る適正な管理体制を

構築しております。

② 当社は、品質、安全、環境、災害、財務情報等のリスクに応じて、

対応する部門、部署あるいは委員会等を設けることにより、リスク

の未然防止や再発防止等を行う体制を整備しております。

③ 当社及び当社グループ企業は、当社の「危機意識の共有」の方針に

基づき、社内外の法令違反、規則・規定違反、通達違反、安全・環

境・品質・財務情報等の事故が発生したときは、危機を認識した役

職員が、当社の当該本社主管部門長へ直接通報し、組織としての危

機意識を共有して、主管部門長が危機管理・監視体制を築き、「危

機対応体制」を確立しております。

④ 当社及び当社グループ企業は、危機の再発防止・予防のため、社会

情勢の変化、社内外の事故事例等の情報を共有し、当社の主管部門

が、必要に応じ規則・規定・業務要領等の制定・改定、周知、通達

配付・研修の実施等により、再発防止を図っております。
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(4) 当社及び当社グループ企業の取締役の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制

① 当社は、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確にし、効率

的な運営を行うため、執行役員制度を導入しております。

② 当社は、取締役会を原則として毎月１回、その他必要に応じ開催

し、業務を執行する取締役は、分掌業務の執行の状況及び取締役会

が必要と認めた事項を遅滞なく取締役会に報告しております。

③ 当社は、取締役会で執行役員を選任し、執行役員は、その分掌事項

について責任をもって業務を遂行し、取締役会での報告を求められ

た場合、出席して報告しております。

④ 当社は、取締役と執行役員等で構成する経営会議を開催し、執行役

員は、分掌業務の執行の状況を報告しております。

⑤ 当社は、すべての役職員の業務執行における職責分掌事項を明確に

した「役割（義務）と責任（約束）励行の規則」を制定し、業務執

行状況の定期的な管理を実施する体制としております。

⑥ 当社は、すべての役職員が、「中期経営計画」に基づいた「目標管

理」を展開し、あらゆる業務の改善・改革・改新を実行するととも

に業績管理を徹底し、企業価値向上を推進する体制としておりま

す。

⑦ 当社グループ企業は、「稟議規則」「稟議基準」を定め、稟議審査

にあたっては、当社の当該稟議の担当部署の部署長、担当役員の意

見を求める体制とし、当社グループ企業の取締役等が、迅速に業務

執行できる体制としております。

⑧ 当社グループ企業は、すべての役職員が、当社グループ企業の経営

計画に基づいた業績管理を徹底し、あらゆる業務の改善・改革・改

新を実行することにより企業価値向上を推進する体制としておりま

す。
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(5) 当社及び当社グループ企業における業務の適正を確保するための体制

① 当社及び当社グループ企業は、当社の「社是」「経営理念」を共有

するとともに、当社及び当社グループ企業の機能・役割を明確に

し、ガバナンスを強化するために、必要な体制を整備しておりま

す。

② 当社は、監査部により業務執行を監視するとともに、監査役の派遣

等を通じて当社グループ企業の適正な業務執行を監視しておりま

す。

③ 当社は、当社の執行役員を当社グループ企業の担当役員として任命

し、原則として毎月１回その業務の執行状況を報告させておりま

す。

④ 当社グループ企業の担当役員に任命された執行役員は、その業務に

ついて取締役会での報告を求められた場合、出席して報告しており

ます。

(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合に

おける当該職員に関する事項及び当該職員の当社の取締役からの独立

性に関する事項並びに当該職員に対する指示の実効性の確保に関する

事項

① 当社は、監査役の職務を補助すべき職員を置くことに替えて、監査

役が直接内部監査機能を有する部門に対し、監査役の補助の要請が

できる体制とし、当該部門を管掌する部門長は、必要な協力を行い

ます。

② 当社は、監査役から補助の要請を受けた職員が、取締役及び上司等

の指揮・命令を受けないものとしております。また、当該職員の人

事異動、人事評価は、監査役の意見を聴取し尊重することとしてお

ります。
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(7) 当社及び当社グループ企業の役職員から報告を受けた者が当社の監査

役会または監査役に報告をするための体制

① 当社は、取締役会のほか、経営会議等の重要会議において監査役

に、業務の執行状況を報告することとしております。

② 当社及び当社グループ企業は、会社に損害を与える事故情報等につ

いて監査役に報告することとしております。

③ 当社及び当社グループ企業は、当社の監査部が実施した監査の結果

について遅滞なく監査役に報告することとしております。

④ 当社は、当社グループ企業に影響を及ぼす重要事項については、取

締役会において監査役に報告することとしております。

(8) 当社の監査役へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社及び当社グループ企業の役職員が、監査役への報告を行ったこと

を理由として不利な取扱いを受けることを禁止するとともに、「人事制

度委員会」において、当該報告者が不利な取扱いを受けないことを監視

しております。

(9) 当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係

る方針に関する事項

　当社は、監査役の職務について生じる費用について、旅費に関して

は、「役員旅費規定」「役員外国出張旅費規定」により精算し、また、

監査役が自らの判断で、法律事務所、公認会計士その他の外部専門家を

活用したこと等に関する費用は、精算できる体制としております。
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(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、監査役会規則に基づき適切な運営を行うとともに、業務

の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席してお

ります。

② 監査役は、業務執行に関する重要な文書を随時閲覧し、必要に応じ

すべての役職員に対し説明を求めることとしております。

③ 監査役は、会計監査人及び監査部と相互に連携を保ち、効率的な監

査のできる体制を確保しております。

④ 監査役は、自らの判断で、法律事務所、公認会計士その他の外部専

門家を活用することができる体制を確保しております。
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６. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的

に、上記の内部統制の体制について、不断の見直しによって継続的に

改善を図り、より適切かつ効率的な体制となるように努めており、ガ

バナンスを更に強固にするため、「ガバナンス諮問委員会」を設置す

るとともに、「内部通報者保護規定」を制定しております。

① 取締役会を毎月開催し、取締役と監査役の出席の下、客観的、合理

的判断を確保しつつ、法令または定款に規定する事項及び業務の執

行状況等経営上の重要事項について、報告、協議、決議を行ってお

ります。

② 監査役は、監査方針、監査計画等に従い、当社及び当社グループ企

業の職務執行状況及び経営状態を調査し、法令・定款違反や株主権

利を侵害する事実の有無について監査を行っております。また、取

締役会及び重要会議に出席し、取締役が法令に則って業務を遂行し

ていることを確認しております。

③ 監査部は、当社及び当社グループ企業の日常業務全般について、会

計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の観点から監査を実施

しております。監査結果についても、取締役及び監査役に報告して

おります。

 （注）本事業報告中の記載数字は、次のとおり表示しております。

１．金額及び株式数については、表示単位未満の端数を切り捨てております。

２．１株当たり当期純利益については、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

３．出資比率、年齢及び勤続年数については、小数点第２位を四捨五入しております。
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資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

未成工事支出金

販 売 用 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機械・運搬具・工具器具・備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

92,337

33,699

49,516

666

12

8,442

△0

62,761

17,128

3,978

658

12,437

54

421

45,211

44,592

1,521

△901
　

流 動 負 債 62,328

支払手形・工事未払金等 26,295

電 子 記 録 債 務 12,383

短 期 借 入 金 8,050

１年内返済予定の長期借入金 100

リ ー ス 債 務 25

未 払 法 人 税 等 304

未成工事受入金 8,530

完成工事補償引当金 173

賞 与 引 当 金 639

工事損失引当金 4,198

そ の 他 1,628

固 定 負 債 18,466

長 期 借 入 金 5,500

リ ー ス 債 務 34

繰 延 税 金 負 債 7,581

役員退職慰労引当金 273

退職給付に係る負債 2,758

そ の 他 2,317

負 債 合 計 80,795

純 資 産 の 部

株 主 資 本 54,291

資 本 金 3,695

資 本 剰 余 金 522

利 益 剰 余 金 50,590

自 己 株 式 △516

その他の包括利益累計額 20,011

その他有価証券評価差額金 20,007

為替換算調整勘定 4

純 資 産 合 計 74,303

資 産 合 計 155,098 負 債 ・ 純 資 産 合 計 155,098

第91期　連結貸借対照表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）

（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 99,305

不 動 産 事 業 等 売 上 高 2,597 101,903

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 92,720

不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 779 93,499

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 6,585

不 動 産 事 業 等 総 利 益 1,818 8,403

販売費及び一般管理費 6,156

営 業 利 益 2,247

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

受 取 配 当 金 1,038

為 替 差 益 274

そ の 他 109 1,427

営 業 外 費 用

支 払 利 息 101

そ の 他 147 249

経 常 利 益 3,425

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 47 47

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,377

法人税、住民税及び事業税 1,370

過 年 度 法 人 税 等 161

法 人 税 等 調 整 額 34 1,565

当 期 純 利 益 1,812

非支配株主に帰属する当期純利益 －

親会社株主に帰属する当期純利益 1,812

第91期　連結損益計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,695 522 49,494 △516 53,196

当 期 変 動 額

剰余金の配当 － － △716 － △716

親会社株主に帰属
する当期純利益

－ － 1,812 － 1,812

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ － － － －

当期変動額合計 － － 1,095 △0 1,095

当 期 末 残 高 3,695 522 50,590 △516 54,291

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為替換算調整勘定
その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 21,528 △118 21,410 74,606

当 期 変 動 額

剰余金の配 当 － － － △716

親会社株主に帰属
する当期純利益

－ － － 1,812

自己株式の取得 － － － △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△1,521 123 △1,398 △1,398

当期変動額合計 △1,521 123 △1,398 △303

当 期 末 残 高 20,007 4 20,011 74,303

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主として移動平均法

により算定）

連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 　５社

主要な連結子会社の名称 　五番町ビル株式会社　他４社

②　主要な非連結子会社の名称 　ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション

他８社

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも

連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外して

おります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用会社数 　なし

②　持分法を適用しない非連結子会社の名称

ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション

他８社

持分法を適用しない関連会社の名称

コレア・ゼニタカ

（持分法を適用しない理由）

上記の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
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棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

未成工事支出金 個別法による原価法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい

ては定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物 ３～50年

機械・運搬具・工具器具・備品 ２～15年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法）

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工

事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。

工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末の手持工事

のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが

できる工事について、損失見込額を計上しております。
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役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準

建設事業においては顧客との工事契約に基づいて建設物を引き渡す履行義

務を負っております。財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわ

たり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足す

るにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、履行義務

の充足に係る進捗度を合理的に見積ることが出来ないが、発生する費用を回

収することが見込まれる場合は原価回収基準にて収益を認識しております。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる

時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一

定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を

認識しております。

不動産事業においては主に顧客との不動産売買契約に基づいて物件を引き

渡す履行義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点

で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を認識しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給

付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、期間定額基準によっております。

②　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当

連結会計年度の費用として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以

下「収益認識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約

束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
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これにより、従来は工事契約において、進捗部分について成果の確実性が認

められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事について工事完成基準を適

用しておりましたが、当連結会計年度の期首より、財又はサービスに対する支

配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移

転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法

に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積るこ

とが出来ないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は原価回収基

準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履

行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については

代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな

会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定しましたが、当該累積的影

響額はないため、当連結会計年度の期首の利益剰余金にはこれを加減せずに、

新たな会計方針を適用しております。また、当連結会計年度において、連結計

算書類に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表にお

いて「流動資産」に表示していた「受取手形・完成工事未収入金等」は、当連

結会計年度より「契約資産」を含めて表示しております。また、前連結会計年

度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」

は、当連結会計年度より「契約負債」を含めて表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。

以下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、

時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第

10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算

定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといた

しました。これによる連結計算書類への影響はありません。

また、「７．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区

分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行っております。
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報告セグメント
合計

建設事業 不動産事業

一時点で移転される財

一定の期間にわたり移転される財

6,365

92,939

165

－

6,531

92,939

顧客との契約から生じる収益 99,305 165 99,470

その他の収益 － 2,432 2,432

外部顧客への売上高 99,305 2,597 101,903

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 9,261百万円

契約資産 40,255

契約負債 8,530

３．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記　(3)

会計方針に関する事項　④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

②　残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は

161,167百万円であり、当社グループは、当該残存履行義務について、履行

義務の充足につれて１年から６年の間で収益を認識することを見込んでおり

ます。

４. 会計上の見積りに関する注記

(1) 工事契約に係る収益認識

履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる工事契約につい

て当連結会計年度の連結計算書類に計上した売上高は、91,958百万円でありま

す。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 12,016百万円

(2) 投資有価証券に含まれる非連結子会社及び関連会社の株式 38百万円

①　担保に供している資産

投資有価証券 4,718百万円

②　担保に係る債務

短期借入金 500百万円

長期借入金 3,000百万円

その他流動負債（従業員預り金） 186百万円

財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期

間にわたり収益を認識しております。適用にあたっては、工事収益総額、工事

原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積もる必要があ

ります。収益計上の基礎となる工事原価総額は、工事契約ごとの実行予算を使

用して見積りを行っておりますが、工事契約に着手した後も施工条件や市場環

境等の変化により変動することがあり、適時・適切に工事原価総額の見直しを

行っております。上記影響等により不確実性を伴うため、翌連結会計年度に係

る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 工事損失引当金

当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額は、4,198百万円でありま

す。

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度の手持工事のうち

損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事

について、損失見込額（工事原価総額が工事収益総額を上回ると見込まれる金

額）を計上しております。損失見込額の算定に際しては、現在入手可能な情報

に基づき、適時・適切に工事原価総額の見積りを行っておりますが、不確実性

を伴うため、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性

があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

(3) 担保に供している資産及び担保に係る債務
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普通株式 7,353,140株

配当金の総額 716,228,200円

１株当たり配当額 100円00銭

基準日 2021年３月31日

効力発生日 2021年６月28日

配当金の総額 572,972,480円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 80円00銭

基準日 2022年３月31日

効力発生日 2022年６月29日

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

2021年６月25日開催の第90回定時株主総会において、次のとおり決議して

います。

普通株式の配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期にな

るもの

2022年６月28日開催予定の第91回定時株主総会において、次の議案が提出

されます。

普通株式の配当に関する事項

７. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社及び当社グループ企業は、資金運用については短期的な預金等に限定

し、また、資金調達については、銀行借入や社債発行等による方針でありま

す。なお、借入金の金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するためにの

み金利スワップ取引や為替予約取引を利用し、投機的な取引は行いません。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒

されています。当該リスクに関しては、当社の社内規則に従い、取引先ごと

の期日管理及び残高管理を行うとともに、常に取引先の信用状況を把握する

体制としております。
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連結貸借対照表計上額(
*
2) 時 価 (

*
2) 差 額

投 資 有 価 証 券 42,038 42,038 △0

長 期 借 入 金 (
*
3) (5,600) (5,601) 1

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、

主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取

締役会に報告されております。

営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務は、そのほとんど

が４ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、主に営業取引に係る運転資金の調達であります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払を実行できな

くなるリスク）に晒されていますが、月次に資金計画表を作成するなどの方

法によりリスク管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等

（連結貸借対照表計上額2,553百万円）は、「投資有価証券」には含めており

ません。

（単位：百万円）

(
*
1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、支

払手形・工事未払金等、電子記録債務、短期借入金、未払法人税等は短

期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、記載を省略しております。

(
*
2) 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

(
*
3) 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載してお

ります。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な

市場において形成される当該時価の算定の対象となる資

産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル

１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用

いて算定した時価
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区　　分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 41,998 － － 41,998

区　　分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

満期保有目的の債券

国債 40 － － 40

長期借入金 － (5,601) － (5,601)

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算

定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先

順位が も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式及び国債は相場価格を用いて評価しております。上場株

式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル

１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価につきましては、元利金を同様の新規借入を行

った場合の利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２

の時価に分類しております。
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連結貸借対照表計上額 時 価

12,983 43,796

１株当たり純資産額 10,374円41銭

１株当たり当期純利益 253円00銭

８. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオ

フィスビル（土地を含む。）等を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した

金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基

づいて自社で算定した金額であります。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記

特に記載すべき事項はありません。
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 玉 川 　 聡

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 桐 山 武 志

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 川 越 宗 一

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

株式会社 錢 高 組
取 締 役 会　御中

東陽監査法人
大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社錢高組の2021年４月１日か
ら2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社錢高組及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役会の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び
実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第91期事業年度に係

る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、監査計画並びに業務の分担等を定め、各監査

役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

各監査役は、監査役会が定めた当期の監査方針、監査計画並びに業務の分担

等に従い、連結計算書類について取締役、執行役員及び使用人等から報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持

し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質

管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業

年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 辻󠄀 本 政 幸 ㊞

常勤監査役 山 崎 裕 一 ㊞

監 査 役 坂 本 和 彦 ㊞

監 査 役 池 田 全 德 ㊞

監 査 役 阪 口 祐 康 ㊞

2022年５月18日

株 式 会 社 錢 高 組 　 監 査 役 会

（注）監査役坂本和彦、監査役池田全德及び監査役阪口祐康は、会社法第２条第

16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本

－ 38 －



資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

完成工事未収入金

販 売 用 不 動 産

未成工事支出金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工具器具・備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長期営業外未収入金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

89,731

31,225

799

48,717

12

666

8,310

63,349

16,738

3,936

1

656

12,089

54

419

46,191

44,430

1,141

95

622

803

△901
　

流 動 負 債 62,283
支 払 手 形 3,041
電 子 記 録 債 務 12,383
工 事 未 払 金 17,604
短 期 借 入 金 8,050
１年内返済予定の長期借入金 100
リ ー ス 債 務 25
未 払 金 5,646
未 払 法 人 税 等 297
未成工事受入金 8,530
預 り 金 921
完成工事補償引当金 173
賞 与 引 当 金 639
工事損失引当金 4,198
そ の 他 672

固 定 負 債 18,408
長 期 借 入 金 5,500
リ ー ス 債 務 34
繰 延 税 金 負 債 7,566
退職給付引当金 2,758
役員退職慰労引当金 273
そ の 他 2,274

負 債 合 計 80,692
純 資 産 の 部

株 主 資 本 52,416
資 本 金 3,695
資 本 剰 余 金 522
資 本 準 備 金 522

利 益 剰 余 金 48,714
利 益 準 備 金 923
その他利益剰余金 47,790

固定資産圧縮積立金 237
別 途 積 立 金 19,048
繰越利益剰余金 28,505

自 己 株 式 △516
評価・換算差額等 19,972

その他有価証券評価差額金 19,972
純 資 産 合 計 72,388

資 産 合 計 153,081 負 債 ・ 純 資 産 合 計 153,081

第91期　貸借対照表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）

（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 99,305

不 動 産 事 業 等 売 上 高 2,492 101,798

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 92,720

不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 707 93,427

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 6,585

不 動 産 事 業 等 総 利 益 1,785 8,370

販売費及び一般管理費 6,037

営 業 利 益 2,333

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3

受 取 配 当 金 1,036

為 替 差 益 274

そ の 他 111 1,425

営 業 外 費 用

支 払 利 息 101

そ の 他 147 248

経 常 利 益 3,510

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 47 47

税 引 前 当 期 純 利 益 3,462

法人税、住民税及び事業税 1,362

過 年 度 法 人 税 等 161

法 人 税 等 調 整 額 34 1,557

当 期 純 利 益 1,905

第91期　損益計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(自　2021年４月１日
至　2022年３月31日)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計固定資産圧縮

積 立 金
別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,695 522 522 923 241 19,048 27,312 47,525 △516 51,227

当 期 変 動 額

剰余金の配当 － － － － － － △716 △716 － △716

固定資産圧縮
積立金の取崩

－ － － － △4 － 4 － － －

当期純利益 － － － － － － 1,905 1,905 － 1,905

自己株式の取得 － － － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ － － － － － － － － －

当期変動額合計 － － － － △4 － 1,192 1,188 △0 1,188

当 期 末 残 高 3,695 522 522 923 237 19,048 28,505 48,714 △516 52,416

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 21,489 21,489 72,717

当 期 変 動 額

剰余金の配当 － － △716

固定資産圧縮
積立金の取崩

－ － －

当期純利益 － － 1,905

自己株式の取得 － － △0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△1,516 △1,516 △1,516

当期変動額合計 △1,516 △1,516 △328

当 期 末 残 高 19,972 19,972 72,388

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）記載金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

未成工事支出金 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物 ３～50年

機械・運搬具・工具器具・備品 ２～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法）

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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②　完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に

対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

③　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。

④　工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末の手持工事のうち

損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事

について、損失見込額を計上しております。

⑤　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職

給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定

額基準によっております。

⑥　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

建設事業においては顧客との工事契約に基づいて建設物を引き渡す履行義

務を負っております。財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわ

たり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足す

るにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、履行義務

の充足に係る進捗度を合理的に見積ることが出来ないが、発生する費用を回

収することが見込まれる場合は原価回収基準にて収益を認識しております。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる

時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一

定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を

認識しております。

不動産事業においては主に顧客との不動産売買契約に基づいて物件を引き

渡す履行義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点

で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を認識しております。
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(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事

業年度の費用として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以

下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束し

た財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換

に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、従来は工事契約において、進捗部分について成果の確実性が認

められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事について工事完成基準を適

用しておりましたが、当事業年度の期首より、財又はサービスに対する支配が

顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転す

る履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変

更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることが

出来ないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は原価回収基準に

て収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義

務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替

的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を

充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計

方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定しましたが、当該累積的影響額

はないため、当事業年度の期首の利益剰余金にはこれを加減せずに、新たな会

計方針を適用しております。また、当事業年度において、計算書類に与える影

響は軽微であります。

収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動

資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「契約資産」

を含めて表示しております。また、前事業年度の貸借対照表において「流動負

債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」を含

めて表示しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 11,889百万円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

投資有価証券 4,718百万円

②　担保に係る債務

短期借入金 500百万円

長期借入金 3,000百万円

その他流動負債（従業員預り金） 186百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び債務

金銭債権 241百万円

金銭債務 2,575百万円

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。

以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価

算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　

2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしまし

た。これによる計算書類への影響はありません。

３．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連

結注記表　３．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載

を省略しております。

４. 会計上の見積りに関する注記

(1) 工事契約に係る収益認識

履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる工事契約につい

て当事業年度の計算書類に計上した金額は、91,958百万円であります。

上記金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表　４．会計上の見積りに

関する注記 (1) 工事契約に係る収益認識」の内容と同一であります。

(2) 工事損失引当金

当事業年度の計算書類に計上した金額は、4,198百万円であります。

上記金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表　４．会計上の見積りに

関する注記 (2) 工事損失引当金」の内容と同一であります。

５. 貸借対照表に関する注記
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営業取引 6,638百万円

営業外取引 21百万円

普通株式 190,984株

繰延税金資産

貸倒引当金 308百万円

棚卸資産評価損 46百万円

固定資産土地評価損 2,392百万円

退職給付引当金 841百万円

工事損失引当金 1,280百万円

投資有価証券評価損 577百万円

その他 1,072百万円

繰延税金資産小計 6,518百万円

評価性引当額 △5,780百万円

繰延税金資産合計 737百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △8,199百万円

固定資産圧縮積立金 △104百万円

繰延税金負債合計 △8,303百万円

繰延税金負債の純額 △7,566百万円

６. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

８. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関連当事者と
の 関 係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)

役員 が 議
決権 の 過
半数 を 所
有 してい
る会社

コウトク商事
株式会社

―

同社への建設
工事の発注な
らびに同社か
らの資機材購
入等

建設工事の
発注・資機
材の購入

5,737

支払手形 204

電子記録債務 1,846

工事未払金 506

貸付金の回
収

55
流動資産
(その他)

70

役員 が 議
決権 の 過
半数 を 所
有 してい
る会社

株式会社泉商
会

―

同社との損害
保険等の取引
及び不動産の
賃借

保険料の支
払

365 ― ―

不動産賃借 99
投資その他
の 資 産
(その他)

129

役員 が 議
決権 の 過
半数 を 所
有 してい
る会社

ファムサービ
ス株式会社

―
所有不動産の
補修・管理

所有不動産
の補修・管
理

401 ― ―

役員 が 議
決権 の 過
半数 を 所
有 してい
る会社

株式会社アパ
アソシエイツ

―
同社への設計
業務の委託

業務委託料 26 ― ―

１株当たり純資産額 10,107円15銭

１株当たり当期純利益 266円00銭

９. 関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

１. 建設工事の発注、資機材の購入、設計業務委託料の決定については、施工部門

の積算と数社からの見積りの徴集とにより発注価格を決定しております。支払

条件についても一般取引と同様の支払条件となっております。

２. 保険料の支払については、定められた保険料率により決定しております。

３. 貸付金の利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

特に記載すべき事項はありません。
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 玉 川 　 聡

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 桐 山 武 志

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 川 越 宗 一

独立監査人の監査報告書
2022年５月11日

株式会社 錢 高 組
取 締 役 会　御中

東陽監査法人
大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社錢高組の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第91期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役会の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

会計監査人の監査報告書謄本
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運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査報告書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第91期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、監査計画並びに業務の分担等を定め、各監査

役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方

針、監査計画並びに業務の分担等に従い、取締役、執行役員及び内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその

子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社

法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決

議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ

いて、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用の状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明いたしました。子会社について

は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務

の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条

各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ

いて検討いたしました。

監査役会の監査報告書謄本

－ 50 －



２．監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、相当であると認めます。なお、

事業報告１.(2)対処すべき課題に記載の近畿中部防衛局発注工事に

関しまして、監査役会といたしましては、再発防止に向けてコンプ

ライアンスの徹底に引き続き取り組んでいくことを確認しており、

今後ともコンプライアンスの一層の強化・徹底および内部統制シス

テムの整備・運用の強化が図られるよう、監視してまいります。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

常勤監 査役 辻󠄀 本 政 幸 ㊞
常勤監査役 山 崎 裕 一 ㊞
監 査 役 坂 本 和 彦 ㊞
監 査 役 池 田 全 德 ㊞
監 査 役 阪 口 祐 康 ㊞

2022年５月18日

株 式 会 社 錢 高 組 　 監 査 役 会

（注）監査役坂本和彦、監査役池田全德及び監査役阪口祐康は、会社法第２条第
16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、将来の成長に備えた経営基盤の強化を図るため、内部留保の充

実に配慮しつつ、株主の皆様への安定的な配当を継続することを基本方針

としております。

当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の

経営環境等を総合的に勘案して、以下のとおり、１株につき普通配当50円

に特別配当30円を加えて80円とさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金80円（普通配当50円、特別配当30円）

総額　572,972,480円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年６月29日
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現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供）

（削　除）

第15条　当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類および連結計算書類

に記載または表示すべき事項に係

る情報を、法務省令に定めるとこ

ろに従いインターネットを利用す

る方法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみなす

ことができる。

第２号議案 定款一部変更の件

１. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１

条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されます

ので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり

当社定款を変更するものであります。

(1) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報に

ついて、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

(2) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面

に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであり

ます。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定

（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであ

ります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるも

のであります。

２. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更部分を示します。）
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現行定款 変更案

（新　設） （電子提供措置等）

第15条　当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容で

ある情報について、電子提供措置

をとるものとする。

２　当会社は、電子提供措置をとる

事項のうち法務省令で定めるもの

の全部または一部について、議決

権の基準日までに書面交付請求し

た株主に対して交付する書面に記

載しないことができる。

（新　設） 附　則

（電子提供措置等に関する経過措置）

１．定款第15条の変更は、会社法の

一部を改正する法律（令和元年法

律第70号）附則第１条ただし書き

に規定する改正規定の施行の日で

ある2022年９月１日（以下「施行

日」という。）から効力を生ずる

ものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行

日から６か月以内の日を株主総会

の日とする株主総会については、

定款第15条（株主総会参考書類等

のインターネット開示とみなし提

供）は、なお効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を

経過した日または前項の株主総会

の日から３か月を経過した日のい

ずれか遅い日後にこれを削除す

る。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

１

ぜに

銭

 

　
たか

高

 

　
よし

善

 

　
お

雄
(1944年２月26日生)

1967年９月 当社入社

1969年12月 当社取締役

1971年12月 当社常務取締役

1978年１月 当社取締役副社長

1979年１月 当社代表取締役副社長

1980年７月 当社代表取締役社長

1988年６月 当社代表取締役会長（現任）

2003年６月 当社社長役員

77,800株

（重要な兼職の状況）

泉地所株式会社代表取締役

泉株式会社代表取締役

２

みや

宮

 

　
もと

本

 

　
しげ

茂

 

　
ひろ

弘
(1943年２月１日生)

1961年３月 当社入社

2000年６月 当社取締役

2003年６月 当社常務役員

2005年６月 当社専務役員

2008年４月 当社副社長役員

2011年３月 当社事業統轄本部長（現任）

2014年４月 当社取締役副会長

2015年７月 当社代表取締役副会長（現任）

2015年７月 当社安全環境統轄部長

2,800株

第３号議案 取締役５名選任の件

本総会終結の時をもって取締役５名全員が任期満了となります。

当社は執行役員制度を導入し、経営監視機能と業務執行機能を分離し、

取締役会は経営戦略の決定及び業務執行の監督を行う機関として位置づけ

ております。

つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

３

ぜに

銭

 

　
たか

高

 

　
ひさ

久

 

　
よし

善
(1973年９月13日生)

2000年４月 当社入社

2001年６月 当社取締役

2003年６月 当社常務役員

2008年４月 当社専務役員

2011年６月 当社事業統轄本部建築事業本

部長

2014年４月 当社副社長役員

2015年９月 当社総合企画部長

2016年６月 当社代表取締役社長（現任）

2016年６月 当社社長役員（現任）

53,800株

（重要な兼職の状況）

ゼット・ウェスト・アメリカ・コーポレー

ション社長

ゼニタカ・アメリカ・コーポレーション社

長

大泉商事株式会社代表取締役

五番町ビル株式会社代表取締役

４

ぜに

銭

 

　
たか

高

 

　
たけ

丈

 

　
よし

善
(1977年８月27日生)

2008年４月 当社入社

2009年４月 当社執行役員

2012年12月 当社大阪支社副支社長

2013年４月 当社常務役員

2014年９月 当社不動産事業部長

2015年12月 当社大阪支社長

2016年６月 当社取締役（現任）

2019年６月 当社専務役員（現任）

2020年３月 当社総合支援本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

泉地所株式会社代表取締役

31,900株
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

５

た

田

 

　
じり

尻

 

　
くに

邦

 

　
お

夫
(1942年11月23日生)

2002年６月 株式会社デサント代表取締役

社長

2004年６月 当社社外監査役

2009年６月 田尻事務所　代表（現任）

2015年６月 当社社外取締役（現任）

2020年６月 株式会社はるやまホールディ

ングス　社外取締役（現任）

0株

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 取締役候補者とした理由

(1) 銭高善雄氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実

績をもとに、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待される

ため、引き続き取締役候補者といたしました。

(2) 宮本茂弘氏は、入社以来、長年にわたり建築事業に従事し、事業統轄本

部建築事業本部長、建築事業本部営業本部長等を経て、現在、代表取締

役副会長事業統轄本部長を務めており、豊富な経験と実績をもとに、当

社の事業運営体制の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者とい

たしました。

(3) 銭高久善氏は、入社以来、主に経理・財務等の管理部門の業務に従事

し、総合支援本部長、事業統轄本部建築事業本部長等を経て、現在、代

表取締役社長を務めており、豊富な経験と実績をもとに、当社の経営管

理体制の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者といたしまし

た。

(4) 銭高丈善氏は、入社以来、主に管理部門の業務に従事し、大阪支社長等

を経て、現在、総合支援本部長を務めており、豊富な経験と実績をもと

に、当社の経営管理体制の強化が期待されるため、引き続き取締役候補

者といたしました。

３. 田尻邦夫氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在、当社の社外取

締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって７年になります。

また、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。本総会において同氏が再選された場合には、引

き続き同氏を独立役員とする予定であります。
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地　位 氏　名 企業経営
営業・マー

ケティング

リスクマネ

ジメント
財務・会計

技術・

研究開発

取締役 銭高　善雄 ○

取締役 宮本　茂弘 ○ ○ ○

取締役 銭高　久善 ○ ○ ○ ○

取締役 銭高　丈善 ○ ○ ○

社外取締役 田尻　邦夫 ○ ○ ○ ○

監査役 辻󠄀本　政幸 ○ ○ ○

監査役 山崎　裕一 ○ ○

社外監査役 坂本　和彦 ○ ○ ○ ○

社外監査役 池田　全德 ○ ○ ○ ○

社外監査役 阪口　祐康 ○ ○

４. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

田尻邦夫氏は、経営者としての豊富な経験、国際情勢・経済等に関する

高い見識を有されております。当社社外監査役在任中においてかかる経

験、高い見識に基づく発言、助言により、当社の業務執行に対する監査な

ど適切に職務を果たしていただき、当社社外監査役在任期間を通じて当社

の業務内容にも精通されており、当社社外取締役として、業務執行に対す

る監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期

待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

５. 当社は、田尻邦夫氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本総会において同氏

が再選された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定でありま

す。

【ご参考】

　当社は、取締役及び監査役に求める要件並びに期待する役割を一覧化した

「スキルマトリックス」に照らして、取締役会の構成メンバーである取締役

及び監査役を選任しております。
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第４号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、1989年６月29日開催の第58回定時株主総会

において、月額４百万円以内と決議され今日に至っておりますが、その

後の経済情勢の変化や経営環境の変化に伴い監査役の責務が増大したこ

と等諸般の事情を勘案いたしまして、監査役の報酬額を月額８百万円以

内と改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の監査役の員数は５名です。

以　上
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（会　場）大阪市西区西本町２丁目２番４号

当社本店　５階会議室
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